
九州地方における深層崩壊検討委員会 規約（案） 
 
（名称） 
第１条 本会は「九州地方における深層崩壊検討委員会」（以下、「委員会」という）と称する。 
 
（目的） 
第２条 委員会は、九州地方における深層崩壊の危険度が高い地域において深層崩壊の特性およ

び対応策について学識者等の意見を伺いながら検討を行い、大規模な土砂災害について

災害への備えを充実させることを目的とする。 
 
（組織等） 
第３条 委員会は、国土交通省九州地方整備局が設置する。 
 
（委員の構成） 
第４条 委員会は、別紙に掲げる委員をもって構成する。 
 
（委員長） 
第５条 委員会には委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により選任する。 
３ 委員長は議長として委員会の議事を整理する。 
４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し委員会への出席を認めるこ

とができる。 
 
（議事） 
第６条 委員会は委員総数の過半数の出席をもって成立する。 
  ２ 委員会の意志決定は出席委員の過半数をもって行う。 
 
（資料の公開） 
第７条 委員会配布資料は、公開することを原則とする。ただし、委員長の判断により非公開と

することができる。 
２ 委員会における議事概要については、あらかじめ委員の確認のうえ、公開するものとす

る。 
（事務局） 
第８条 事務局は、国土交通省九州地方整備局に置く。 
 
（その他） 
第９条 この規約に定めのない事項は、委員会において定める。 
 
（附則） 
この規約は、平成２４年  月  日から施行する。 
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